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政府管掌健康保険の 改革に伴 う 論点について 
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医療保険             改革の方向性 
一 医療保険制度改革の 基本的考え方 

①地域の関係者 ( 保険者、 医療関係者、 地方公共団体等 ) が協力して、 医療の地域特性を 踏まえた医療費適正 

化の取組を推進する 

②保険料の水準をそれぞれの 地域の医療費水準に 見合ったものとする 

③保険財政の 運営を適切な 単位 ( 規模 ) で行い、 財政運営の安定化を 図る 
  

一平成 ]8 年医療保険制度改革の 全体像 : 今後の取組みの 方向性 

新たな高齢 
保険者の再編・ 統合 : 都道府県の   地域における 医療費適正化の に 地域保険 

区域を単位とした 保険運営 取組   
CJSH@)  C@@)  <$@$)  ・都道府県が 健康増進計画、 地域の関係者と 医療計画、 協力して 介護保険 

広域化主 都道府県 都道府県 事業支援計画と 整合的な医療費適正 
都道府県 単位の財 単位の地 Ⅰ ヒ 計画を策定 
単位の再 政 運営 
編 ，統合 成型健保 の創設 ・各都道府県に 保険者協議会を 設置し 、 
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0  政管健保については ，事業運営の 効率性等を考慮しっ つ ，財政運営は、 基本的には、 都道府県を単位とした 

ものとする。 
0  都道府県別の 年齢構成や所得について 調整を行った 上で、 保険料率の設定を 行う仕組みとし ，国庫補助の 
配分方法の見直しや、 被保険者等の 意見を反映した 自主性・自律性のあ る保険運営が 行われるような 仕組み 
ほ ついて検討する。 

0  こうした取組を 通じ，各都道府県単位で 政管健保の健全な 財政運営が確保され、 被保険者の適切な 負担の 

下で，地域の 実情に応じた 医療サービスが 保障される姿を 目指す。 
0  引き続き、 政管健保の組織形態等の 在り方について 検討する。 



保険者の再編・ 統合 

一政管健保の 財政運営の都道府県単位化 一 

ね ら ぃ 

， 0 保険者機能の 発揮 ( 地域に応じた 医療費適正化や 保健事業の展開 ) 
0 受益と負担の 公平性の確保 
0 被保険者等の 意見を反映した 自主性・自律性のあ る保険運営 

イメ 一ン 
政管健保 

年齢構成，所得水準の 格差に 
目した = 。 

A 県 Z 県 

0 地域の医療費を 反映 0 地域の医療費を 反映 
した保険料率の 設定   した保険料率の 設定 

0 地域の実情に 応じた 0 地域の実情に 応じた 

保健事業等の 展開 保健事業等の 展開 

柑見固 反映 向晃 自反映 

被保険者等で 構成 被保険者等で 構成 
される組織 ( 評議会等 ) される組織 ( 評議会等 ) 
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( 参考 ) 政管健保の平成「 3 年度医療給付費等実績に   

Ⅹ 老健拠出金、 退職拠出金、 傷病手当金等の 現金給付、 保健事業に係る 費用等の所要保険料率を 
各都道府県で 同一の 料 率とした上で、 若人医療給付費分の 保険料率 ( 年齢・所得調整後 ) に加えている。 

( 老健拠出金分約 23% 。 、 退職拠出金分約 7% 。 、 傷病手当金等現金給付公約 4%. 保健事業に係る 費用等分約 2%) 
注 ]. 事業所所在地に 着目して都道府県を 区分している。 

注 2, 保険料率は総報酬べ ー スであ る。 

注 3, 四 捨五人の関係で 合計が合わない 場合があ る。 
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  参考 ) 政府管掌健康保険の 都道府県別データ 
( 平成 iy 年度 ) 

; 生ヰ 加入者数、 平均標準報酬月額及び 加入者 ] 人 当たり総報酬額は．平成 13 年 3 月～平成 14 ヰ 2 月の平均であ る。 

なお、 加入者Ⅰ 人 当たり総報酬額は、 特別保険料徴収決定 済 額から推計した 首号月数等を m いて算出している。 

注 2 平均年齢は、 「健康保険被保険者実態調査Ⅱ平成 13 年 ]0 月「 日 現在，厚生労働省保険 局 ) による。 

注 3 若人の平均年輪は、 「健康保険被保険者実態調査Ⅰからの 推計値であ る 
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( 参考 ) 政管健保生活 習 ， 潰病 予防健診の 
都道府県別受診率 ( 平成 13 ～ 15 年度 ) 

( 単位 :%  ) 

注 ) 受診率 二 健診受診者数 /40 歳以上の被保険者数 
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保険料率決定の 過程 ( イメージ ) 
保険運営に当たっての 自主性・自律性、 安定性、 事務の効率性等の 観点から、 どのような 

保険料率の決定過程が 望ましいか 
( 現行 ) (A) (B) (C) 

健康保険法で 科卒 健康保険法で 上下限 健康保険法で 上下限 
と 上下限を法定 のみを法定 のみを法定 国 ( 厚生労働大臣 ) l 

国 ( 厚生労働大臣 ) 

国 ( 厚生労働大臣 ) A 県 日県 C 県 

告示で科挙 故   
( 自 j 台ィ 本 )  ( 自 ; 台 Ⅰ 本 )  ( 自 ; 台 ィ本 ) 

社会保障 監督 
議会の ; 

巳 C 

科卒改定の申 出 

社会保険庁長官 

  

全国一本の保険料率   定 ; ヌ良 " 

を 適用 

米財政調整についてどう 考えるか 

現行 A B C 

「自主性・自律性の ●自主性・自律性のあ る保険運営に ●国が実施する 場合と ●自主的な運営なので 機動 Ⅰ自主性自律性のあ る保険運営 

あ る保険運営」 なっていない 実質的に同等で 法人 的弾力的に 料 率引き上げが ●都道府県単位の 保険者組織と 

「安定的な財政運営」 ●国が実施するので 解散がな い 運営に自主性がない。 可能 なるが、 その場合監督は 都道府 

I 「事務の効率性」 等の観点からの もあ るため、 科卒変更が制度設計 Ⅰ制度設計主体であ る国が保険者で Ⅰ科卒変更が 正と一体として 制度改 議論さ Ⅰ自治組織となるので 健全性を保っための 財政の f 旨導 蓋Ⅰ事務の効率性の 果責任でよいか 低下 

メリット・デメリット 
主体としての 国が行 う べき制度改正 れることが多く、 保険 督 が不可欠 ●保険者組織間の 財政調整をど 
と 一体として議論されることが 多く 、 者として柔軟な 対応 のような考え 方で行うのか、 被用 
保険者として 柔軟な対応が 困難とな が困難となる 恐れ 

る 恐れ 孝保険の中での てはどう考えるのか 財政調整につい 7 



貝 4 政 運営の透明性・ 効率性等 ( イメージ ) 

Ⅰ保険者で都道府県ごとに 区分経理 47 保険者による 財政運営 
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1 保険者で区分経理 
          

  47 保険者による 財政運営   
            

の 透明性 時に各県ごとの 財政状況を明確に 区 それぞれ公表 
公 して公表 

会計経理 区分経理とすることにより 予算・決算   
資金管理 資金繰りは全国一本で 行うことが可能 財政規模がⅡ、 さくなり、 資金ショートの 

であ り、 各県間での弾力的な 資金の融 リスクが増大 

  通 が可能 
  各県間の資金融通は 困難 
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  政管健保を都道府県単位の 財政運営に 
移行した場合の 全国的事務について 

0  政管健保をどのような 形で運営するにしても、 安定した保険運営のために 以下のような 
全国的な事務が 必要となるが、 これについてど う 考えるか。 

① 適用徴収事務 
・ 政管健保の適用徴収事務については、 効率性の観点から、 年金の徴収とあ わせて全国的に 実施す 
るのが適当ではないか。 

② 財政調整事務 
  年齢調整、 所得調整をすることとした 場合，国庫補助の 重点配分では 財政調整しきれないおそれ 
が強く、 したがって、 財政調整のための 資金の徴収 と 再配分の事務が 必須であ り、 この事務を実施 
する中央組織が 必要となるのではないか。 

③ 再保険的措置の 実施 
  政管健保はそもそも 中小企業中心で 財政力が強くないが、 全国一本の保険運営から 都道府県単位 
での保険運営とすることにより、 財政単位としては 小さくなり、 偶発的かっ著しく 高額な医療費の 
発生などのリスクへの 対応力が弱まることとなる。 

・ このようなリスクによる 保険料率の変動を 避けるため、 全国規模での 再保険的措置を 実施するこ 
ともあ りうるのではないか。 

④ 組織管理等の 事務について 
  現在社会保険庁本庁で 実施している 以下のような 事務については、 効率性の観点から 全国的組織 
で一括して実施した 方が効率的ではないか。 
ネ 人事・定員管理等の 組織管理事務 
*  医療費の集計、 医療費や保険財政の 中期的な見込みの 作成等 
*  医療保険独自のシステム ( レセプト点検等 ) の開発・修正 

⑤ その他 

  現在政管健保を 実施している 社会保険庁においては、 日雇特例被保険者のための 制度や，船員 保 
険制度も運営しており、 これらは少人数で、 地域的にも偏在しているが、 これらの制度については、 
全国的組織で 実施した方が 効率的ではないか。 
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政管健保、 厚生年金の適用・ 徴収業務について   
現在、 国において政管健保と 厚生年金で一体的に 行われている 適用・徴収を、 政管健保と厚生年金で 別々に行 う ことについて   

事務の効率性や 保険財政の安定性の 観点からどう 考えるか。 
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適用事業所 
米 政管健保と厚生年金の 適用範囲は基本的に 同一 

  
入 

保険料調定額 告 
政管健保 Ⅱ 仁ハ 
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厚生年金 
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政管健保と厚生年金を 

別々に適用・ 徴収する場合 

適用事業所 
米 政管健保と厚生年金の 適用範囲は基本的に 同一 

約 150 万 
Ⅱ 2 月 

納 
入 
土 
知 

ィ呆 

険 
半井 

納 
付 

万
月
 

O
2
 

6
1
 

]
@
 
X
 

約
 

通 

納 
入 
生 Ⅰ 
Ⅱ 失 

  

  
本斗 

納 
イオ 

  
ⅡⅡⅠ Ⅱ Ⅰ ト 

Ⅰ々 ノ 

健康保険保険者 年金保険者 

    
それぞれでの 
データ管理 

コンピュータ コンピュータ 
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